
長
引
く
不
況
等

の
理
由
に
よ
っ
て
、

事
業
活
動
の
縮
小

（
注
一
）
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
事
業

主
が
、
雇
用
す
る

労
働
者
を
整
理
解

雇
や
雇
い
止
め
を

し
な
い
で
、
一
時

的
に
休
業
、
教
育

訓
練
又
は
出
向
を

さ
せ
た
場
合
に
、

休
業
、
教
育
訓
練

ま
た
は
出
向
に
係

る
手
当
や
賃
金
等

の
一
部
を
給
付
金

と
し
て
受
給
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
給
付
金
は
、
雇
用
維
持
に
努

力
す
る
企
業
を
支
援
す
る
た
め
の

制
度
で
、
大
企
業
事
業
主
に
は

「
雇
用
調
整
助
成
金
」
、
中
小
企

業
事
業
主
（
注
二
）
に
は
「
中
小

企
業
緊
急
雇
用
安
定
助
成
金
」
が

そ
れ
ぞ
れ
設
け
ら
れ
て
お
り
、
企

業
の
規
模
で
助
成
金
の
受
給
要
件

が
異
な
っ
て
い
ま
す
。

今
回
の
助
成
金
は
、
次
の
三
つ

の
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

ポ
イ
ン
ト

（
1
）
支
給
対
象
と
な
る
休
業
等

ま
た
は
出
向
の
実
施
に
つ
い
て
、

事
前
に
管
轄
の
都
道
府
県
労
働
局

ま
た
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
届
け
出

て
お
く
こ
と
。

《

注
意
！

》

①
事
前
に
届
出
の
な
い
休
業
等

（
休
業
及
び
教
育
訓
練
）
ま
た

は
出
向
に
つ
い
て
は
、
助
成
金

は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

②
事
前
に
届
け
出
た
事
項
に
変

更
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
変
更

に
係
る
実
施
日
前
ま
で
に
、
変

更
を
届
け
出
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
た
だ
し
、
休
業
ま
た
は
出

向
の
内
容
が
計
画
の
範
囲
内
で

減
少
す
る
場
合
は
、
届
け
出
を

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
2
）
支
給
対
象
と
な
る
休
業
等

ま
た
は
出
向
の
実
施
に
関
す
る
書

類
を
整
備
し
、
保
管
し
て
お
く
こ

と
。
後
日
、
都
道
府
県
労
働
局
長

等
か
ら
提
出
を
求
め
ら
れ
た
場
合

は
、
速
や
か
に
提
出
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

（
3
）
次
の
不
支
給
要
件
に
該
当

し
て
い
な
い
こ
と
。

①
休
業
等
ま
た
は
出
向
の
実
施

に
係
る
事
業
所
に
お
い
て
成
立

す
る
保
険
関
係
に
基
づ
く
前
々

年
度
よ
り
前
の
年
度
に
係
る
労

働
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
場

合②
偽
り
そ
の
他
の
不
正
行
為
に

よ
り
本
来
受
け
る
こ
と
の
で
き

な
い
各
種
助
成
金
を
受
け
た
、

ま
た
は
受
け
よ
う
と
し
た
こ
と

に
よ
り
三
年
間
に
わ
た
る
助
成

金
の
不
支
給
措
置
が
執
ら
れ
て

い
る
場
合

③
対
象
期
間
の
初
日
の
前
日
か

ら
起
算
し
て
六
ヵ
月
前
の
日
か

ら
対
象
期
間
の
末
日
ま
で
の
間

、
労
働
関
係
法
令
の
違
反
を
行
っ

て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
次
の

（
イ
）
か
ら
（
ハ
）
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
な
ど
支
給
す
る
こ

と
が
適
切
で
な
い
も
の
と
認
め

ら
れ
る
場
合

（
イ
）
都
道
府
県
労
働
局
労
働
基

準
部
（
労
働
基
準
監
督
署
を
含

む
）
か
ら
送
検
さ
れ
た
場
合

（
ロ
）
都
道
府
県
労
働
局
職
業
安

定
部
ま
た
は
需
給
調
整
事
業
部

の
告
訴
ま
た
は
告
発
に
よ
り
送

検
さ
れ
た
場
合

（
ハ
）
上
記
（
イ
）
ま
た
は
（
ロ
）

に
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、

告
訴
ま
た
は
告
発
に
よ
り
送
検

さ
れ
た
こ
と
が
明
白
な
場
合

④
暴
力
団
関
係
事
業
所
の
事
業

主
で
あ
る
場
合

※

③
及
び
④
の
場
合
、
既
に
助

成
金
の
支
払
い
を
受
け
た
も
の

に
つ
い
て
も
、
全
額
助
成
金
を

返
還
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
（
岩

手
、
宮
城
、
福
島
県
の
事
業
所
は
、

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
受
給
内
容
が
一
部
見

直
さ
れ
ま
し
た
。
受
給
中
ま
た
は

今
後
利
用
予
定
の
事
業
主
は
、
留

意
し
て
く
だ
さ
い
。

・
生
産
量
要
件
：
最
近
三
ヵ
月
の

生
産
量
ま
た
は
売
上
高
が
、
前
年

同
期
と
比
べ
、
一
〇
％
以
上
減
少

し
て
い
る
こ
と
。

・
支
給
限
度
日
数
：
一
年
間
で

一
〇
〇
日
（
三
年
間
で
三
〇
〇
日
）

・
教
育
訓
練
費
（
事
業
所
内
訓
練
）
：

雇
用
調
整
助
成
金
千
円
、
中
小
企

業
緊
急
雇
用
安
定
助
成
金
千
五
百

円（
注
一
）
売
上
高
ま
た
は
生
産
量
な

ど
の
事
業
活
動
を
示
す
指
標
の
最
近

三
ヵ
月
間
の
月
平
均
値
が
前
年
同
期

に
比
べ
一
〇
％
以
上
減
少
し
て
い
る

こ
と
を
い
い
ま
す
。

（
注
二
）
中
小
企
業
事
業
主
と
は
、

小
売
業
（
飲
食
店
を
含
む
）

資
本
金

五
千
万
円
以
下
ま
た
は
従
業
員
五
十

人
以
下
、
サ
ー
ビ
ス
業

資
本
金
五
千

万
円
以
下
ま
た
は
従
業
員
千
人
以
下
、

卸
売
業

資
本
金
一
億
円
以
下
ま
た
は

従
業
員

一
〇
〇
人
以
下
、
そ
の
他
の

業
種

資
本
金

三
億
円
以
下

又
は
従
業
員

三
〇
〇
人
以

下
を
い
い
ま

す
。
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雇
用
維
持
の支

援

事
前
の
届
け
出
が
必
要

今
月
は
、
労
働
者
の
雇
用
維
持
を
図
る
事
業

主
へ
支
給
さ
れ
る
給
付
金
に
つ
い
て
紹
介
し
ま

す
。

受
給
内
容
の
見
直
し



派
遣
さ
れ
る
労
働
者
の
保
護
と

雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
に
、
平

成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
派
遣

元
事
業
主
、
派
遣
先
事
業
主
そ
れ

ぞ
れ
に
新
た
な
事
項
が
課
さ
れ
ま

し
た
。
十
月
号
か
ら
数
回
に
分
け

て
改
正
点
を
お
伝
え
し
て
い
ま
す
。

今
回
の
改
正
で
追
加
さ
れ
た
事

項
の
う
ち
、
主
な
内
容
を
紹
介
い

た
し
ま
す
。

日
雇
派
遣
の
原
則
禁
止

労
働
契
約
が
三
〇
日
以
内
の
日

雇
派
遣
は
、
原
則
禁
止
に
な
り
ま

し
た
。
た
だ
し
、
次
の
①
の
業
務

ま
た
は
②
の
人
を
派
遣
す
る
場
合

は
例
外
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
す
。

①
禁
止
の
例
外
と
な
る
業
務

・
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
開
発

・
機
械

設
計

・
事
務
用
機
器
操
作

・
通
訳
、
翻
訳
、
速
記
・
秘
書

・
フ
ァ
イ
リ
ン
グ

・
調
査

・
財
務
処
理

・
取
引
文
書
作
成

・
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン

・
添
乗

・
受
付
、
案
内

・
研

究
開
発

・
事
業
の
実
施
体
制
の

企
画
、
立
案

・
書
籍
等
の
制
作
、

編
集

・
広
告
デ
ザ
イ
ン

・
Ｏ
Ａ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

・
セ
ー
ル
ス
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
営
業
、

金
融
商
品
の
営
業

②
次
に
該
当
す
る
人

・
六
〇
歳
以
上
の
人

・
雇
用
保

険
の
適
用
を
受
け
な
い
学
生

・
副
業
と
し
て
日
雇
派
遣
に
従
事

す
る
人
（
生
業
収
入
が
五
百
万
円

以
上
の
場
合
）

・
主
た
る
生
計
者
で
な
い
人
（
世

帯
収
入
が
五
百
万
円
以
上
の
場
合
）

な
お
、
労
働
契
約
が
三
十
一
日

以
上
あ
れ
ば
、
日
雇
派
遣
に
は
該

当
し
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
労
働

契
約
期
間
中
に
、
労
働
者
を
複
数

の
会
社
に
派
遣
す
る
こ
と
は
違
法

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

十
二
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
一
括
有

期
事
業
を
開
始
し
て
い
る
場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

（
翌
年
一
月
四
日
）

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出

［
公
共
職
業
安
定
所
］

本
年
最
後
の
給
料
の
支
払
を
受
け

る
日
の
前
日
ま
で

○
給
与
所
得
者
の
保
険
料
控
除
申

告
書
兼
給
与
所
得
者
の
配
偶
者
特

別
控
除
申
告
書
の
提
出

［
給
与
の
支
払
者
］
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後
日
に
整
理
し
よ
う
と
、
９
月

下
旬
ご
ろ
か
ら
資
料
の
フ
ァ
イ
リ

ン
グ
を
怠
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
あ

れ
よ
あ
れ
よ
と
横
積
み
の
資
料
が

高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
や
は
り
効

率
の
良
い
仕
事
を
行
う
に
は
、
い

か
に
整
理
整
頓
が
大
切
か
、
身
を

も
っ
て
感
じ
て
い
る
今
日
こ
の
頃

で
す
。

（
ぎ
ん
）

編
集
後
記

十
二
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

藤田社会保険労務士事務所

e-mail
k-fujita@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・FAX 075-571-8611

〒601-1456
京都市伏見区小栗栖南後藤町6-31-408

派 遣 元

日雇派遣の原則禁止

グループ企業派遣の８割規制

実績報告の義務化

離職後１年以内の人を元の勤務

先に派遣することの禁止

マージン率などの情報提供

派遣料金の明示

待遇に関する事項などの説明

有期雇用派遣労働者の無期雇用

への転換推進措置

派遣労働者が無期雇用労働者か

否かを派遣先への通知事項に追加

均衡待遇の確保

派 遣 先

離職後１年以内の元従業員を派

遣労働者として受け入れること

の禁止、該当する場合には派遣

会社へ通知

派遣先の都合で派遣契約を解除

するときに講ずべき措置

均衡待遇の確保に向けた派遣元

事業主への協力

労働契約申込みみなし制度（※）

（※）平成２７年１０月１日施行

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

追 加 事 項

派
遣
元
の
追
加
事
項


